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『児童発達支援自己点検及び評価シート』 

 

作 成 日：   令和５年３月３１日                   

事 業 所 名：   堺市立第１もず園           

 

 現在の取組内容・今後の改善目標（内容） 

１ 

環
境
・
体
制
整
備 

①支援内容にあった指導訓練

室・相談スペース等の確保 

各保育室内は、生活と遊び、休息など園児の状況に合わ

せて多用的に使用できるよう空間づくりを工夫してい

る。リハビリ室や相談室、保護者控室を配置している。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、保護者の食

事休憩はパーテーションの設置、消毒薬（アルコール）

を準備し、希望者には個室を確保している。リハビリで

は、リハビリ室が密にならないよう利用人数に応じて各

リハビリ室に分散して実施している。 

②職員の専門性・配置数 

あい・さかいサポートリーダ

ーの配置の有無 

併置している「相談支援室もず」に、あい・さかいサポ

ートリーダーが配置されており連携がとれている。保育

士や児童指導員を基準以上に配置、各種セラピスト及び

社会福祉士等専門資格をもつ職員を複数配置し、連携し

た支援を提供している。 

③送迎体制・添乗員の確保 園児が長時間乗車にならないようルートを工夫してい

る。日々直接支援を行っている職員がローテーションで

添乗している。特に姿勢管理や発作等の配慮を要する重

症児の送迎は、子どもの状況をよく理解している担任・

看護師が添乗するようにしている。担任・看護師が添乗

できない場合を想定し、バス内での対応マニュアルを作

成し職員に周知することで安全面に配慮している。 

④合理的配慮の視点に基づく

環境整備 

写真やイラスト、文字など視覚支援ツールを用いて活動

の理解を促すよう工夫している。視覚障害の子どもに

は、触覚や音も活用し状況把握や見通しが持てるよう配

慮している。聴覚障害の子どもにはジェスチャーや手話

を取り入れている。発声や上肢機能に制限のある子ども

に対して、ビッグマックスイッチ等の機器を積極的に取

り入れ、意思伝達場面の機会向上につなげている。 

⑤職員の健康診断の実施 採用時及び年 1回の健康診断とストレスチェックを実施

している。必要に応じ、産業医面談を受けることができ

る。法人内に衛生委員会が設置されており、頚肩腕障害

検診や健康・労働環境等に関する研修を実施している。 
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２ 

業
務
改
善 

①アンケート等による利用

児・保護者のニーズの把握と

フィードバック 

毎年保護者会との懇談会を実施し、意見や要望を直接伺

っている。無記名での利用者評価アンケートを実施し、

集計結果を法人のホームページ等で公表している。面談

や電話で話しにくい場合に利用してもらえるよう、ホー

ムページや施設入り口にご意見箱を設置している。業務

の資質向上を図るため定期的に第三者評価を受審してい

る。 

②職員の支援技術の向上・虐

待防止等の研修 

（障害児通所支援事業者育成

事業利用の有無） 

外部講師を招いての事例検討会や専門的講義、多職種に

よる園内研修を実施している。派遣研修はコロナウイル

ス感染症拡大防止のため、オンラインでの研修が中心と

なった。園長・園長代理を講師に虐待防止・権利擁護研

修を実施した。 

③虐待防止等のための責任者

を設置 

虐待防止受付担当者として園長代理を、虐待防止対応責

任者に園長を選定し、重要事項説明の際やポスター掲示

にて保護者に周知している。 

④利用児、保護者からの苦情

や意見への対応及び事業運営

への反映 

保護者ニーズの高い保護者交流としては、感染対策を行

った上で、保護者交流会を２度実施。先輩保護者のお話

を聞く機会は、毎年継続して行うことができている。 

他、保護者からの意見や指摘があった際には関係職種で

速やかに情報共有、状況把握を実施。園長を含め、対応

や改善策を検討し、職員への周知を行っている。 

３ 

適
切
な
支
援
の
提
供 

①児童発達支援管理責任者に

よる児童発達支援計画の作成

（アセスメント・利用児及び

保護者の意向確認・計画案の

作成・会議開催・計画の保護

者への説明及び交付） 

入園及び次年度継続が決定後、保護者からの聴き取りを

行い、支援開始時の支援計画案を作成し保護者と確認し

て、計画書の交付をしている。 

その後、半年以内に子どもの様子を関わる職員で討議し

計画を修正、新たな支援計画案を保護者と確認し、支援

計画を作成している。個人懇談にて、内容の詳細を説明

および交付している。 

②モニタリングの実施、計画

の見直し 

年３回個別支援計画をもとに、保護者と面談を実施して

いる。モニタリングについては、児童発達支援管理責任

者が中心となり、関わる職員も含めて園児の様子や支援

の方法を日常的に検討し保護者との確認を行っている。

個別支援計画作成前には、保護者の意向をアンケート等

で確認し、モニタリングの内容と合わせて個別支援計画

の見直しを行っている。 

③個別の課題に対応した活動

内容・プログラム 

基本的には、保育カリキュラムに基づき集団保育を実施

し、その中で個々に応じた教材や関わり方を工夫してい

る。これらは支援計画に記載し、セラピストとも連携し

ながら、クラス会議や月案会議の中で確認している。例

年実施している交流保育などクラスの枠組みを超えた取
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り組みは、感染症対策として開催場所や人数など工夫す

ることで４回実施できた。生活発表会はクラス毎の取組

みとなったが、他クラスの取組みを保護者とビデオで共

有した。運動会は、感染防止に配慮しながら園庭にて合

同で実施することができた。 

④ミーティング等の実施 職員全体に周知が必要な内容は、毎日の全体ミーティン

グで周知している。内容によって、毎日の保育者ミーテ

ィングでタイムリーに情報共有や調整等を行っている。

コロナウイルス感染症拡大防止対策等について、ミーテ

ィング等でタイムリーに情報共有を図った。毎日、保育

内容の詳細を担任間で確認し、保育終了後に振り返りを

行い、園児の変化を確認し次回の療育につなげている。

クラス会議、多職種会議（調理・セラピスト）、必要に応

じてケース検討会議も実施している。保護者支援等は、

担任、児童発達支援管理責任者、関連職種等も含めカン

ファレンスを行い、関係機関と連携して支援している。 

⑤支援内容の記録 毎日、家庭連絡帳にて保護者と書面での情報共有を行っ

ている。同時に、モニタリングシートやケース記録に記

載している。その他、クラス毎の保育日誌や会議録を作

成し記録の保持を行っている。 

４ 

関
係
機
関
と
の
連
携 

①サービス担当者会議への参

加（障害児相談支援事業所と

の連携） 

相談支援事業所から依頼があった場合は、担任や児童発

達支援管理責任者、リハビリ担当者等、適切な人員が参

加し支援方法や各種情報の共有を行っている。家庭への

支援が欠かせない等、困難さがあるケースについては、

「相談支援室もず」も含め相談支援事業所につなぎ、連

携を図っている。 

②認定こども園・幼稚園・保

育園、保健センター等との連

携 

保護者への進路相談の一環として、毎年実施してきたこ

ども園、幼稚園の施設見学は感染防止の観点から実施を

見合わせた。移行支援として、保護者を通じ個別支援計

画の提供や引継ぎ会を実施した。見守りが必要なケース

等は、保健センターや家庭児童相談室とも連絡を取り合

いながら支援している。 

感染状況によって、園の先生のリハビリ見学を受け入

れ、支援内容について保護者を交えて検討していく。 

③他の児童発達支援事業所、

児童発達支援センター、障害

福祉サービス事業所等との連

携 

当園での療育支援の実際を見学してもらい、各事業所や

関係機関向けに実施していた施設見学会や体験は、コロ

ナウイルス感染症拡大防止の観点から中止した。当事業

団として実施している児童発達支援事業所職員への研修

及び交流会は、オンラインにて開催した。次年度も状況

に応じて内容、実施方法を検討し取り組んでいく予定で

ある。 
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５ 

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等 

 

④（特に医療的ケアを必要と

する利用児について）主治医

や協力医療機関等との連携・

連絡体制 

基本的には、主治医からの意見書をもとにケアを行って

おり、緊急対応が必要な子どもについては、もず診療所

医師を通して日頃から連絡をとっている。通院した際に

は、保護者に通院報告書を提出いただき情報提供をして

もらっている。 

⑤就学する際の移行支援（学

校との引継ぎ・情報共有等） 

引継ぎ資料として、保護者の同意のもと個別支援計画を

就学先に提供し、センターの担任と進学先の教諭との引

継ぎを対面で行った。 

⑥「あい・ふぁいる」の活用 入園後に「あい・ふぁいる」を渡し、最初の個別支援計

画書を交付する際に該当ページに綴じることなど活用法

を伝えている。家族支援プログラムの一つとして「あ

い・ふぁいる」を活用したサポートブック作りを実施し

ている。 

 

①事業所で実施している支援

（支援内容、プログラムなど

を記載してください。） 

 

 

療育の入口として親子遊びを楽しむひよこクラス(週１回

登園、9:10～10:30)、保育・リハビリ・給食を通じて親

子で生活基盤を作るうさぎクラス(週３回登園、9:00～

13:00)、親子分離など年齢に応じた経験を拡げるくまク

ラス(週 5回登園、10:00～14:45)の４クラス運営にて支

援を行っている。保育・医療・リハビリなど各職種が密

に連携し、安定して生活できるよう支援している。 

②運営規程、支援内容、利用

者負担の説明 

 

 

新入園児に対しては、利用契約についての入園前説明会

で重要事項説明書に基づき丁寧に説明している。継続児

に対しては、継続年度当初にあらためて説明を行ってい

る。 

③保護者からの相談への適切

な対応、必要な助言 

 

 

親子登園が基本になっているので、日々の保育や給食場

面などで子どもの様子を保護者と共有し、保護者の困り

ごとにはタイムリーに応えるようにしている。相談の内

容によっては、個別での面談や電話でのやりとりを行う

こともある。担任、児童発達支援管理責任者、担当セラ

ピスト等、職種間での情報共有を行っている。 

④会報の発行等による活動内

容や行事予定等の定期的な発

信 

年度初めに年間行事予定を配布している。毎月の園だよ

りを発行し、カリキュラムは保育室に掲示し、行事予定

の詳細とクラス保育の様子など園での取り組み、絵本や

歌の紹介、各職種からの情報提供に努めている。感染防

止対応でクラス交流ができなかった行事は、写真掲示や

ビデオ鑑賞等を通じて各クラスの様子を知る機会を設定

した。法人全体では、広報誌『事業団だより』の発行や

ホームページ、フェイスブックによる情報発信を行って

いる。 
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⑤日々の支援内容、利用児の

様子、おやつ等の保護者への

報告 

 

食具の使用や特別食対応については、個別支援計画に記

載し確認している。親子登園日には、給食の様子を保護

者と場面を共有している。単独登園日には、家庭連絡帳

にその日の支援内容と子どもの様子、給食摂取量などを

記入するとともに、翌日以降の親子登園時にあらためて

口頭で伝えることもある。 

⑥おやつ代等実費徴収してい

る費用に係る領収書の発行、

精算報告 

毎月引落日までに明細を記した「請求書」を発行し、保

護者に渡している。入金確認後、「領収書」「代理受領の

お知らせ」を渡している。 

⑦身体拘束を行う場合の決定

手順、利用児・保護者への説

明、計画への記載 

 

身体拘束と考えられる行為について、児童発達支援管理

責任者を含めた関係者で支援方法を検討している。検診

を含め、やむを得ない場合については、保護者に説明し

同意を得た上で個別支援計画に記載している。対応に関

しては、今後は軽減していくという見通しと合わせて保

護者とも確認するようにしている。常に支援の質の向上

を目指し、職員間で、率直に議論するよう努めている。 

⑧個人情報の適切な取扱い 職員に対し、年度当初に個人情報保護に関する研修を実

施している。必要に応じ朝礼や職員会議でも注意喚起を

行っている。ケースファイル等は施錠できる保管庫にて

管理している。関係機関に情報提供する際は、あらかじ

め文書にて同意を得ている。個人情報の入った書類につ

いてはダブルチェック行い、メールは M-filterを導入し

マニュアルを作成してチェック方法を職員に周知してい

る。当法人個人情報保護規定に則り適切な管理を行って

いる。 

６ 

非
常
時
の
対
応 

①緊急時対応マニュアル、防

犯マニュアル、感染症対応マ

ニュアル等の整備と職員、保

護者への周知 

法人で、緊急時対応マニュアル、感染症対策マニュア

ル、事故対応マニュアルを整備している（各指導室にマ

ニュアルを掲示）。職員研修を通して、各種マニュアルの

周知を行っている。緊急時対応については、フローチャ

ートを作成し職員室に掲示している。保護者には、『入園

のしおり』で周知するとともに当法人ホームページから

も閲覧できるようにしている。緊急時の保護者への連絡

手段として、メール連絡を整備しており緊急時に使用し

ている。災害用伝言ダイヤル(171)及び web171の利用体

験の機会を設けている。 

②非常災害の計画策定、避

難・救出・その他必要な訓練

の実施 

 

年間計画を作成し、火災・地震・不審者・自由外出児

（園児捜索）訓練を行っている。今年度はコロナウイル

ス感染症拡大防止のため、消防署立ち合いでの総合訓練

は次年度に延期となったが、消防署協力のもと 119番通

報訓練を含む避難・消火訓練を実施した。 
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③ヒヤリハット、事故の事案

を収集し再発防止等について

事業所内において共有 

ヒヤリハットや怪我・事故発生について、毎朝の全体ミ

ーティングでタイムリーに口頭報告し周知と注意喚起を

行っている。職種単位で毎月の集計や分析を行い、関連

する職種間でタイムリーな確認・共有を行うことで再発

防止に努めている。作成したヒヤリハットや事故報告書

は、全職員に回覧し情報共有・再発防止に努めている。 

 

④サービス提供中の事故を防

ぐための取り組み等 

上記のヒヤリ・ハットについて、複数の職員により、人

的要因・環境的要因を分析し、具体的な改善策を立てて

いる。園全体で共有することにより再発防止に取り組ん

でいる。 

給食時の事故防止のため、体調や睡眠の状況・姿勢など

を担任・セラピスト・Nsで情報共有し、給食の細かな形

態調整や姿勢管理を行うことで、誤嚥防止等の対策を実

施している。 

リハビリ中の事故防止については、リハ室の環境整備を

行っている（歩行未獲得児と獲得児がそれぞれ安全にリ

ハ室内で過ごせるよう空間を分ける） 

毎月の安全点検を実施し、要修繕箇所や対策等を園長含

め確認し、適宜改善している。 

職員に対しては、事故防止に関する研修を採用時や年度

初めに実施し、職員一人一人が事故防止に努めている。 

 

⑤感染症対策の実施 感染症マニュアルの周知徹底、予防接種の推奨を行って

いる。感染症発生時は保護者へ書面による注意喚起を行

い、感染症の特性に合わせ適切に種類や濃度を変更した

消毒薬を使用している。標準予防策に加え、感染経路別

対策も実施している。基礎疾患があり感染症罹患時に重

症化するリスクがある園児が多いため、１園舎における

人流の抑制を行っている。 

７ 

そ
の
他 

① 地域との交流 毎年実施している近隣のこども園との施設間交流や、地

域の絵本の読み聞かせボランティア団体の受け入れにつ

いては、感染症対策の観点から実施は見送りとなった。

地域で過ごしている医療的ケアの必要な子どもや未歩行

の子どもを対象としたにじいろクラブを立ち上げ、感染

症対策を充分に講じた上で実施した。 

 


